
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同

法第１９条第１項の規定により、都市計画を変更したので、同法第２１条第２項の規定

において準用する同法第２０条第１項の規定により、次のとおり告示し、同条第２項の

規定により、この都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 

 

 令和８年３月３１日 

 

                    川崎市長 福 田  紀 彦 

 

１ 都市計画の種類及び名称 

  川崎都市計画特別緑地保全地区の変更（水沢特別緑地保全地区ほか１地区） 

 

２ 都市計画を定める土地の区域 

（１）水沢特別緑地保全地区 

ア 追加する部分 

なし 

イ 削除する部分 

なし 

ウ 変更する部分 

川崎市宮前区水沢２丁目地内 

 

（２）五力田寺谷戸特別緑地保全地区 

 ア 追加する部分 

なし 

イ 削除する部分 

なし 

ウ 変更する部分 

川崎市麻生区五力田地内 

 

３ 縦覧場所 

川崎市まちづくり局計画部都市計画課 

川崎市告示第173号
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